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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１５１　　２０１１年　１２　月　２２　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
桑名市長リコール(解職請求)のスケジュール
１、１２月１９日午後３時に解職請求代表者交付申請書を提出、受理。
２、１２月２０日午前１１時に証明書が交付され、その旨公示される。
３、公示日（１２月２０日）から署名の収集は可能になった。
４、ただし、翌日の１２月２１日が署名収集期間開始の起算日となる。
５、従って、終了日は平成２４年１月２０日（１ケ月以内）となった。
６、署名簿の提出期限は署名収集終了後５日以内（１月２５日）。
７、署名簿の審査開始から終了は、提出を受けた日から２０日以内
（２月中旬に終了）に行なわれる。
8、 ２月中旬に、署名の有効・無効が決定、証明される。
9、 ２月中旬から１週間、署名簿の閲覧が行われる。
１０、２月下旬までに全てが終了する。
解職請求に必要な有効署名数は、１２月２日現在、３７，３５１名以上。
　　
解職請求代表者交付申請書を提出　　　　　　選管から伊藤代表へ証明書の交付
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
１２月議会　星野公平の一般質問の内容
１、市長としての職務・管理・責務と政治的責任等について　　　　
（１）職員の行動・時間・残業管理について
（２）人事異動（桑名駅周辺整備事務所）について
（３）倫理・コンプライアンス研修について　　　　　　　　　　
①職員全員研修での職員の反応は　②市長が参加した研修のあとでの「トップが参加する意義を職員に感じて欲しかった」の意味は

（４）入札制度の変更(最低制限価格の考え方）と今後について
（５）市長の責任の取り方につて
２、長良川河口堰の開門について
（1） 桑名市の見解を問う
３、住環境の騒音による破壊問題等２件について　　　　　　　　　　
（１）和泉地区（都市計画審議会において）について　　　　　　　

（２）小貝須地区について
４、どうなる介護保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）保険あって介護なし、増え続ける介護難民、介護労働者の劣悪な労働実態
に、桑名市はどうしたら安心できる制度に変えていけるのか。
①保険料（基金と一般会計からの繰入）②利用料（支給限度額に対する利用
率、減免の状況）③介護労働者の現状④定期巡回・随時対応型訪問看護介護
について⑤介護職員の医療行為につて⑥日常生活圏域毎の取り組みは⑦特養
ホームなどの増設予定は
質問の詳細や市側の答弁については、別途報告予定です。

今年起こった事、気になる事の中から
東日本大震災に伴う原発事故　（原発をなくそう！）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２月１３日に「原発をなくす全国連絡会」が、東京都内で結成され、「いのちと健康、地域と豊かな国土を守るために、政府に原発ゼロの決断を迫ることは緊急の国民的課題です」とよびかけるアピールが採択されました。震災・原発事故から１年の来年３月１１日に「全国いっせい行動」をすることが確認されました。各地での集会・デモと、東京では首都圏規模の大集会が計画されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ事故は収束か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野田首相は１２月１６日、東京電力福島第１原発の未曽有の事故について「原子炉は『冷温停止状態』に達し、事故そのものは収束に至ったと判断できた」として、事故収束に向けた工程表の「ステップ２」完了を宣言しました。「原子炉の安定状態が達成され、大きな不安は解消した。廃炉に向けた段階に移行する」と述べました。東電の西沢社長も「事故の収束がはかられた」と述べました。首相の態度が、重大な事故から国民の目をそらしたい、東京電力の意向に沿っているのは明らかです。国が責任をもって除染などを行い、東電に被害を全面賠償させるのは当然ですが、住民の声にこたえるためにも、原発はいまどうなっているのか、対策はどこまで進んでいるのか、正しい情報を伝えることが不可欠です。
ＴＰＰに反対　アメリカ言いなりの社会に（食料の自給自足を！）
――「バスに乗り遅れるな」というが、どこへ行くかわからない。戻れるならいいが、行ったきりになる片道切符。アメリカの大きな力が働いている。きちんとした議論も情報公開もない。闇の中で「賛成か反対かを言え」と。３・１１という試練の中で、なぜこんなことを押し付けるのか。――野田内閣が、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）への交渉参加をめざしていることへの北海道十勝管内・本別町の高橋正夫町長の怒りの声です。　全く同じ思いです。
社会保障の削減と負担の拡大（消費税増税１０％へ）　　　　　　　　　　　

民主党は１２月１６日、「社会保障と税の一体改革」調査会と税制調査会の合同総会を国会内で開き、政府・民主党が年内策定をめざす「一体改革大綱素案」に盛り込む社会保障部分の最終案を了承しました。年金額の大幅削減や介護保険の利用者負担増など社会保障のあらゆる分野を段階的・連続的に改悪する計画となっています。　　　　　　　　　　　　

年金では「特例水準の解消」を口実に支給額を３年で２.５％引き下げる法案を来年の通常国会に提出すると決定。その実施状況を踏まえ、マクロ経済スライドを発動して毎年約０.９％ずつ連続的に引き下げていくことを検討します。中長期的課題として支給開始年齢のさらなる引き上げも検討すると明記しました。　　　　　　　　　　　　　　　　

介護では、一定の所得がある人の利用料引き上げなど「給付の重点化」の法案を来年の通常国会に提出する方向で検討するとしました。来年法案化しない事項も２０１５年度実施を念頭に検討するとしています。厚労省は、「給付の重点化」の中身として、要支援者の利用料倍増を含む利用者負担増を６項目示しています。　　　　　　　　　　　　　　

医療では、７０～７４歳の患者負担倍増を来年度は見送るものの、１３年度以降の取り扱いは再度検討するとしました。　　　　　　　　　　

生活保護では、厚生労働省は１２日、生活保護制度に関する国と地方の協議で中間とりまとめを行い、求職者支援制度の訓練を受けない一定の受給者への保護停廃止の検討を打ち出しました。同支援制度の活用が事実上、保護の要件とされかねない改悪案です。求職者支援制度は、雇用保険を受けられない失業者に月１０万円を給付し、職業訓練を行うものです。１０月から法制化されています。「中間とりまとめ」では、「合理的理由なくこの制度の訓練の申込みをしない、又は訓練に出席しない場合には、稼働能力不活用として…所定の手続きの上で保護の停廃止を検討することが適当」と明記。「速やかに実行する事項」と位置づけました。体調の悪化などやむをえない理由で訓練を欠席した人の保護まで打ち切られたり、使いにくい同支援制度の利用を強要して、受給者を不当に生活保護から締め出す動きが強化されかねません。保護受給者への医療費の一部自己負担導入や価格の安い後発医薬品の使用義務付けは盛り込まれませんでしたが、「医療扶助の更なる適正化」（削減）に向けて「あらゆる方策」を検討すると明記しました。
この様に、社会保障制度を大きく削り込んだうえに、消費税増税を押し付ける「一体改革」は国民の未来を閉ざす道です。「不退転の決意」と突き進む野田政権の暴走をストップさせなくてはなりません。社会保障拡充の財源は消費税増税に求めるのでなく、ムダの削減と富裕層・大企業への応分の負担、所得に応じた税制改革で確保すべきです。「一体改革」を断念させる世論と運動を広げることがますます重要になってきました。
桑名市長リコール運動　　　　　　　　　　　桑名市長リコールの会
連絡事務所　　桑名市桜通４３　　Tel・Fax　２５－１１８４
水谷市政に不満のある方・疑問をもたれている方、是非上記事務所、又は日本共産党桑名市議団までお問い合わせください。この運動は総てが未知の世界です。皆さんと共に、水谷市政の土建政治を止めさせ、汚職体質を改善して、クリーンな桑名市政に変えるために頑張っていきます。
�








